
指定介護予防支援事業者の指定に当たって講ず
べき関係者の意見を反映させるために必要な措
置について
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資料 ２



介護予防支援の適切・有効な実施のため必要があるときは助言を求
めることができる 【改正法第115条の30の２第２項】

介護予防サービス計画の検証のため必要があるときは情報の提供を求
めることができる 【改正法第115条の30の２第１項】

介護予防支援の指定対象の拡大（介護保険法施行規則の改正）

１．指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けて実施する場合の所要の手続き等
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地域包括支援
センター市町村

指定居宅介護
支援事業者

指定 委託

指定申請

指定居宅介護支援事業者

運営協議会
意見

● 介護予防を行う者として事業所の介護支援専門員を規定
● 指定申請の際に、事業所の名称・所在地等、既に提出している事項に変
更がない場合は一部の提出書類を省略可

● 介護サービス情報公表制度について、指定居宅介護支援事業所の運営
状況として介護予防支援の指定の状況を記載することで足りるものする

（R6.４～）

（現行の取扱い）

介護保険法施行規則の改正（案）

指定

指定介護予防支援の業務に関する知識・能力
を有する介護支援専門員が従事しているもの

２．指定介護予防支援事業者に対する地域包括支援センターの一定の関与

市町村

※指定基準・介護報酬については
介護給付費分科会で議論中

地域包括支援センター
指定居宅介護
支援事業者

「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援セン
ターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に「介護
予防サービス計画の検証」を追加

【改正介護保険法第115条の45第２項】

提供する情報として、介護予防サービス計画、関連
する情報※、その他市町村が定める事項を規定
※利用者の情報・基本チェックリスト・支援の経過等

介護保険法
施行規則の改正
（案）

一定の関与
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３

介護予防支援とは

出典：WAM NETホームページ



介護予防支援事業者の指定手続の流れ

４

指定申請（更新申請）

審 査

指 定 通知の発送、告示

人員・運営基準に該当しているかについて、
基準条例に基づき審査

指定日の前々月の１日までに受付

協議会の意見

関係者の意見を反映させるために必要な措置



関係者の意見を反映させるために必要な措置について

〇 介護予防支援事業者の指定を行おうとするときは、あらかじめ、介護保険の被保険者その他の
関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとされている。

介護保険法 第1１5条の２２（抄）
４ 市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者そ
の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

年２回の運営協議会において、運営協議会開催前までの指定状況についてご報告したうえで、今後の指定等についてご意見を伺う
（特に疑義のある事業者の指定については、個別に諮問）。

〇 要支援者に行う介護予防支援については、令和５年介護保険法改正により、令和６年４月１日以後は、地域包括支援センターに加
えて、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市の指定を受けて実施できることとなった。

→ 今後は、居宅介護支援事業所からの新たな指定申請に対応する必要

今後の対応案

５



６

 
事業所名 住所 

指定・更新年月日 

（有効期限） 
備考 

地域包括支援センター 

１ 天神川・荻野地域包括支援

センター 

荒牧 5丁目 16-27 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

利用定員 

２００名 

２ 稲野・鴻池地域包括支援セ

ンター 

広畑 3丁目 1番地 

 

令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

２００名 

３ 伊丹・摂陽地域包括支援セ

ンター 

行基町 1丁目 98 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

３００名 

４ 笹原・鈴原地域包括支援セ

ンター 

南野 2丁目 3-25 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

４００名 

５ 桜台・池尻地域包括支援セ

ンター 

中野西 1丁目 18  令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

１８４名 

６ 花里・昆陽里地域包括支援

センター 

寺本 6丁目 150 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

２４０名 

７ 神津・有岡地域包括支援セ

ンター 

森本 1丁目 8-19 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

１８６名 

８ 緑丘・瑞穂地域包括支援セ

ンター 

北園 1丁目 19-1 令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

１４０名 

９ 南地域包括支援センター 中央 4丁目 5-6  令和３年４月１日 

（令和９年３月３１日） 

２００名 

居宅介護支援事業所 

１ ケアプラン ここリズム 尼崎市塚口町２丁

目３４－１１ 

令和６年６月１日 

（令和１２年５月３１日） 

利用推定数

４０名 

 

＜参考＞
令和６年７月３１日時点における指定介護予防支援事業者の指定状況【資料】


